
議案第51号 

 

   伊賀市都市公園条例の一部改正について 

 

 伊賀市都市公園条例の一部を次のとおり改正しようとする。 

  平成24年２月28日提出 

 

                          伊賀市長 内 保 博 仁 

 

記 

 

   伊賀市都市公園条例の一部を改正する条例 

 伊賀市都市公園条例（平成16年伊賀市条例第212号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１まえがわ児童公園の項の次に次のように加える。 

ふたば公園 広場 伊賀市上野紺屋町

3181番２ 

伊賀市上野紺屋町3181番２ 3181番

３の一部 3181番４ 3183番１の一

部 3183番３の一部 3168番９ 

伊賀市上野忍町2521番７ 2521番８

の一部 2521番９ 

寺田児童公園 街区 伊賀市寺田字新太

夫1894番１ 

伊賀市寺田字新太夫1894番１ 1895

番２ 

   附 則 

 この条例は、平成24年４月１日から施行する。 


